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建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条
の規定に基づき、土木工事業及び水道施設工事業の特定又
は一般建設業の許可を受けている者であること
伊豆市内に、法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる
営業所を有する者であること
伊豆市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定要
領（平成21年伊豆市告示第39号）による格付が、水道施設工
事ABC等級の者であること

伊豆市指定給水装置工事事業者であること

入札（開札）執行日

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規
定に該当しないこと
公告日において、伊豆市における建設工事競争入札参加資
格の認定を受けていること
公告の日から本工事の入札までの間、伊豆市工事請負契約
等に係る入札参加停止等措置要綱（令和元年伊豆市告示第
66号）に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと

当該工種に係る建設業の許可において、参加資格申請時の
経営事項審査結果通知書の完成工事高の平均の額が０円で
ない者

伊豆市発注の建設工事において、１件の落札金額（消費税及
び地方消費税を含む）が5,000万円以上の工事を落札した者
（共同企業体の構成員を含む。）は、当該落札後１箇月は、希
望調書の提出をすることができない

入札参加資格要件

令和8年4月28日（火）     午前10時00分～

伊豆市役所 本庁2階 小会議室

記

入　　　札　　　公　　　告

　伊豆市制限付き一般競争入札の公告を下記のとおり行う。この入札は、静岡県共同利用電子入札システ
ム（以下「電子入札システム」という。）により執行する。

令和8年4月9日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊豆市長　　菊　地　　豊

第　8-1-（制一）51 号

令和8年度　水道事業　半経寺地区配水管布設替工事

伊豆市修善寺地内

令和8年9月30日

施工延長　L=125.0ｍ
　水道配水用ポリエチレン管φ100　L=125.0ｍ
　既設管接続３箇所

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所

履 行 期 限

工 事 概 要



1

1 入札書
2 工事費内訳書

(8)　契約書の作成　要

(10)　工事費内訳書は、入札書の添付書類とし、不備（金額等の未記載を含む）がある
　場合は入札を無効とする場合がある。

電話：0558-72-9866　　

ＦＡＸ：0558-74-3067
Ｍａｉｌ：keiyaku@city.izu.shizuoka.jp

設 計 書 等 に
関 す る 質 疑

縦覧及び入札参加手続について

令和8年4月9日（木） から　令和8年4月27日（月） まで設計書等縦覧期間

次の書類を電子入札システムにより送信し申請してください。

入札参加希望調書（様式第２の２号）

入札参加申請期限 令和8年4月15日（水）   午後4時00分まで

入札参加資格確認
結果通知書

令和8年4月21日（火） に電子入札システムから、「参加資格確
認通知書」を送信します。

入 札 参 加 手 続

そ の 他

問 合 せ 先

静岡県入札情報サービス（ＰＰＩ）

※伊豆市に利用者登録しているICカードの認証が必要です。

（工事担当課） 詳細については、伊豆市役所中伊豆支所庁舎内　上下水
道課までお越しください。

設計書等縦覧場所

　あるか免税業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する

次の書類を電子入札システムにより送信し提出してください。

入札書提出期間
令和8年4月24日（金） 午前9時00分　から

令和8年4月27日（月） 午後4時00分　まで

質問受付
令和8年4月15日（水）までに電子入札システムにより提出して
ください。

回答方法
令和8年4月17日（金）までに電子入札システムに回答を掲載
します。

入 札 書 受 付

(2)　入札保証金　免除

　金額を入札書に記載すること。

総務部 資産経営課 契約検査室 契約検査スタッフ　

　　②　請負代金額　2,000万円以上5,000万円未満　3回以内
　　③　請負代金額　5,000万円以上　4回以内

(9)　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当
　する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を

(1)　最低制限価格　有

　切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者で

(3)　契約保証金　納付（ただし、請負代金額が500万円未満の場合は免除）
(4)　前払金の有無　契約金額が200万円以上の場合　有
(5)　前払金額　請負代金額の40％以内の金額とする。

(7)　部分払
　　①　請負代金額　200万円以上2,000万円未満　2回以内

(6)　中間前払金額　請負代金額の20％以内の金額とする。



1.建設業の許可 ・

2.所在地 ・

3.格付等級 ・

4.配置予定技術者 ・

①

②

③

5.その他 ・
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・

日　　時

場　　所
入札（開札）執行日

入　　　札　　　公　　　告

　伊豆市制限付き一般競争入札の公告を下記のとおり行う。この入札は、静岡県共同利用電子入札システ
ム（以下「電子入札システム」という。）により執行する。

令和8年4月9日

令和8年7月31日

建物解体　N=1式
ガードレール設置　L=15.0ｍ

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所

履 行 期 限

工 事 概 要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊豆市長　　菊　地　　豊

第　8-1-（制一）102 号

令和7年度　消防団第7分団詰所解体工事

伊豆市城地内

記

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定
に該当しないこと
公告日において、伊豆市における建設工事競争入札参加資格
の認定を受けていること

令和8年4月28日（火）     午前10時00分～

伊豆市役所 本庁2階 小会議室

公告の日から本工事の入札までの間、伊豆市工事請負契約等
に係る入札参加停止等措置要綱（令和元年伊豆市告示第66
号）に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと

入札参加資格要件

建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条の
規定に基づき、土木工事業又は建築工事業の特定又は一般
建設業の許可を受けている者で、かつ解体工事業の特定又は
一般建設業の許可を受けている者であること

伊豆市内に、法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営
業所を有する者であること
伊豆市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定要領
（平成21年伊豆市告示第39号）による格付が、土木一式工事
BC等級又は建築一式工事ABC等級の者であること
次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者を当該工事に配置
できること

一級又は二級土木施工管理技士若しくは一級又は二級建
築施工管理技士の資格を有すること
入札参加資格確認申請の時点において、３ヶ月以上の直接
的かつ恒常的な雇用関係があること
請負金額4,500万円以上の場合は、専任で配置できること
（建設業法施行令第27条第２項の適用あり）



1 入札参加資格確認申請書　（様式第２号）
2 配置予定技術者等の資格・工事経験　（様式第４号）
3 経営事項審査結果通知書（写）
4 建設業許可通知書（写）
5

1 入札書
2 工事費内訳書

(6)　中間前払金額　請負代金額の20％以内の金額とする。

(8)　契約書の作成　要

(10)　工事費内訳書は、入札書の添付書類とし、不備（金額等の未記載を含む）がある
　場合は入札を無効とする場合がある。

電話：0558-72-9866　　

ＦＡＸ：0558-74-3067
Ｍａｉｌ：keiyaku@city.izu.shizuoka.jp

そ の 他

問 合 せ 先

設計書等縦覧期間

設計書等縦覧場所

入 札 参 加 手 続

入 札 書 受 付

令和8年4月9日（木） から　令和8年4月27日（月） まで

静岡県入札情報サービス（ＰＰＩ）

※伊豆市に利用者登録しているICカードの認証が必要です。

（工事担当課） 詳細については、伊豆市役所中伊豆支所庁舎内　建設課ま
でお越しください。

次の書類を電子入札システムにより送信し申請してください。

縦覧及び入札参加手続について

配置予定技術者との３ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関
係が確認できる書類（健康保険被保険者証等の写し等）

入札参加申請期限 令和8年4月16日（木）   午後4時00分まで

入札参加資格確認
結果通知書

令和8年4月21日（火） に電子入札システムから、「参加資格確
認通知書」を送信します。

質問受付
令和8年4月15日（水）までに電子入札システムにより提出してく
ださい。

回答方法
令和8年4月17日（金）までに電子入札システムに回答を掲載し
ます。

次の書類を電子入札システムにより送信し提出してください。

入札書提出期間
令和8年4月24日（金） 午前9時00分　から

令和8年4月27日（月） 午後4時00分　まで

設 計 書 等 に
関 す る 質 疑

　金額を入札書に記載すること。

総務部 資産経営課 契約検査室 契約検査スタッフ　

　する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を

(2)　入札保証金　免除
(3)　契約保証金　納付（ただし、請負代金額が500万円未満の場合は免除）
(4)　前払金の有無　契約金額が200万円以上の場合　有
(5)　前払金額　請負代金額の40％以内の金額とする。

(7)　部分払
　　①　請負代金額　200万円以上2,000万円未満　2回以内
　　②　請負代金額　2,000万円以上5,000万円未満　3回以内
　　③　請負代金額　5,000万円以上　4回以内

(9)　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当

(1)　最低制限価格　有

　切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者で
　あるか免税業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する




